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最近の福祉におけるキニナル話題（福祉の旬トピ    ） 

 

 

   スタッフのヒトリゴト    

  

ウェルフェア イズ ラヴ      

 先日、都内で起きてしまった哀しい老老介護の末の殺人事件がニュースで報道されていましたね…。 

 報道によると、70 代の娘さんが 100 歳を超えた母親を介護していたところ、午前 4 時過ぎに母親がベッドから落

ちてしまい、移乗させることが出来ず、警察に連絡し、警察から消防に連絡し、消防が「今回限り」という条件で対

応してくれたけれど、「もう無理だ…。」と思い詰め、犯行に及んでしまったとのことです。 

 そうですよね…。70 代の方では、被介護者の協力動作が無い状況での移乗介護は難しいでしょうし、午前 4 時過

ぎという時間帯では、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター等の支援機関も閉所している時間帯でしょうし、

近所等に助けてもらうことも難しい時間帯ですよね…。 

 

 今回のケースは都内でしたが、仮に香川県内であったとしたら…。もしも、当事業所代表が身体介護の技術を有し

ていたとして…。午前 4時台に予約無し・予測不能の緊急 S.O.S連絡を頂いた場合、「開所時間を定めていない」当

事業所として、躊躇いなく「直ぐに伺いますね。」と応答し、直ちに訪問出来るのか…。考えさせられました。 

 こういった場合の一般的な応答としては、「辛いでしょうけれど、朝まで辛抱して朝一番で支援機関に連絡して助

けてもらいましょう。」かもしれないけれど、ご家族にしたらそれこそ身を切られるような思いでしょうね。もしも

金曜日の夜だったら、月曜日まで辛抱しなければならない可能性もある…。そうかと言って、「午前 4時代に対応出

来なかった」事業所を責めることも出来ないですよね…。 

 先日突然、当事業所の PCに USBメモリを差し込んでも全く応答しなくなりました。当事業所は、本広報

紙のデータも含めて、研修会の資料や参加者名簿、受講した研修の資料（データで提供されたもの）、関係

機関等とやり取りしたメールのテキストデータ等、事業所活動に関連するデータを全て USBメモリに保存し

ているので、慌てるのを通り越して青ざめました…。調べてみると、USBメモリを頻繁に使用している場合

によく起こるエラーとのことで、一旦 USBデバイスをアンインストールした上で PCを再起動すると無事復

活し、保存していたファイル等もこれまで通り活用出来、本当に安堵しました。良い経験になりました。 
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転載や拡散、配布大歓迎！！ 

来週号も乞うご期待      

 

 11月 15日（土）の 13：00～16：00、高松市の瓦町フラッグにて、香川県ひきこもり地域支援センター ア

ンダンテ主催のフェスティバル『あんだんて祭』が開催されます（参加無料）。当事者兼ひきこもりサポータ

ーの方々によるトークショー「語ろう！教えて！ひきこもりから回復するきっかけって？」やワークショッ

プ（キッチンペーパーを使ったお花作り）、展示コーナーやミニ相談コーナー等の催しを予定されているよう

です。お祭りなので、申込等は不要と思いますが、詳しく知りたい方や気がかりなことがある方は、は香川県

ひきこもり地域支援センター アンダンテ（電話：087-804-5115）までお問い合わせ下さいませ。 

先日、『インクルーシブ教育』についてのオンライン研修を受講する機会に恵まれました。実は、当事業所代表

は「インクルーシブ教育」にあまり良い印象を持っていませんでした…。 

私事ですが、当事業所代表は 30数年程前、小学生時代を校区外の障害児学級がある普通学校で過ごしました。

その学校（その当時？）は、「ここは養護学校ではなく普通校。努力して、一般のクラスメートについて行きなさ

い。」というような考え方で、特別に手厚い配慮等もなく、普通学級の同級生と一緒に活動させられることも多く、

当事業所代表にとってはしんどいものでした…。 

そして時がたち、社会福祉を学ぶ中で、「障害のある子もない子も共に学ぶ」というような考え方を学んでいく

うちに、不勉強で単純な当事業所代表は、「自分が受けたあの教育は、“インクルーシブ教育”だったのか。」と理

解（実は誤解）してしまった…。 

 

でも違いましたね…。当事業所代表が受けたしんどかったあの教育形態は、インクルーシブ教育とは全く違い、

国連でも避難されている『統合教育』と呼ばれる形態だったのですね…。インクルーシブ教育を本当に理解しよ

うとするならば、障害者権利条約から更に踏み込んだ、（インクルーシブ教育に関する）「一般的意見」というもの

をきっちりと理解する必要があるとのこと。容易いことではないけれど、取り組まなければなりませんね…。 
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